
施設基準及び掲示事項 

 

 明細書について 

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。 

 

 一般名での処方 

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名（有効成分の名称）で処方 

する場合がございます。 

 

 医療情報取得加算 

当院は、マイナ保険証の利用を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供

に努めています。 

区分 マイナ保険証利用 点数 

初診 
あり 1 点 

なし 1 点 

再診 

（3 か月に 1 回） 

あり 1 点 

なし 1 点 

 

 医療 DX 推進体制整備加算 

当院は医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して

診療を行うよう努めています。 

初診 9 点 

 

 コンタクトレンズ検査料１ 

当院は、「コンタクトレンズ検査料１」の施設基準に適合している旨、千葉社会保険事務局長に届出を行って

います。 

※ コンタクトレンズ診療に係る点数は下記の通りです。過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている

場合には、再診料が算定されます。 

初診料 291 点 

再診料 75 点 

コンタクトレンズ検査料１ 200 点 

眼科診療経験 ： 厚生労働省の施設基準に定める経験を有しております。 

 


